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合意に基づく養育費につき、その後の複数の事情の変更による増額が認められた事例

事実の概要

　Ｘ（母・申立人・相手方）とＹ（父・相手方・抗告人）
は、平成 29 年 5月にＸ・Ｙの子Ａ（平成 28 年生）
の親権者をＸとして協議離婚が成立した。ＸとＹ
は、離婚成立前に、Ａの養育費について同年 6月
からＡが満 20 歳に達する日の属する月まで、1
か月2万円を支払う合意（以下、「本件合意」とする。）
をした。離婚後、Ｘは、ＡおよびＹとの婚姻前に
別の男性との間にもうけた第 1子（平成 26 年生）
と同居し、両名を養育している。Ｙは、離婚後に
再婚し、令和 2年に再婚相手との間に女子（以下、
「第 3子」とする。）をもうけたが、第 3子の親権
者を母として離婚をした。令和 4年 9月にＸは、
Ｙから養育費が支払われなくなったなどとして、
養育費増額を求め調停を申し立て、調停不成立の
後、本件審判へと移行した。当事者の収入につい
て、Ｘは、離婚当時就労しておらず、本件調停申
立て時は、月 13 万程度の傷病手当を受給してい
た。Ｙは、婚姻中の収入は月額 25 万円ないし 30
万円程度であったと陳述し、調停申立て時は月額
10 万円ないし 12 万円程度であり、令和 4年 12
月以降は月額 32 万円の給与収入を得ていた。
　原審判は、本件合意が債務名義となっていない
ことから、本件合意の変更ではなく、一般の養育
費申立事件と同様に、相手方の養育費分担義務の
有無・内容を定めるのが相当であるとした。そし
て、改定標準算定方式に基づいて検討し、本件調
停申立て時から月額 3万 2000 円の支払いおよび
その未払い総額（35万 2000 円）の支払いを命じた。
なお、Ｙは本件調停の第 1回期日には出頭した
ものの、審判の各期日には出頭しておらず、陳述

書を提出しているものの、Ｙの収入その他の事情
に関する資料は提出していなかった。Ｙは、原審
判を不服として即時抗告を提起した。

決定の要旨

　事情変更の有無について、民法 880 条を参照
した上で、「……本件合意の後、（1）Ｙによる本
件借入れの返済、（2）第 3 子の誕生、（3）Ｘの
就労・傷病手当の受給、（4）Ｙの稼働状況の変化
といった事情の変更が生じたと認められる。した
がって、これらの事情の変更によって本件合意の
定める養育費の額が実情に適合せず、相当性を欠
くに至った場合には、家庭裁判所は、本件合意に
よって定められ養育費の額を変更することができ
る。」とし、「本件合意後の事情の変更を踏まえる
と、仮に改定標準算定方式を適用した場合にＹが
分担すべきことになるＡの養育費の額は、月額 3
万 1000 円であり、これは本件合意によって定め
られた養育費の額と大きく異なるといえる。した
がって、本件合意後の事情の変更によって、本件
合意によって定められた養育費の額が実情に適合
せず相当性を欠くに至ったというべきであり、本
件合意によって定められた養育費の額を変更する
のが相当である。」とした。
　養育費変更の始期については、「……事情の変
更が全て生じた令和 4年 12 月とするのが相当で
ある。」とした。

判例の解説

　一　養育費変更の根拠
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　養育費の増減額を求める根拠については、扶養
料に関する事情の変更を定めた民法 880 条を準
用または類推適用する考え方、民法 766 条 3 項
によるものとの考え方、非訟事件の性質上認めら
れるとの考え方が示されてきた１）。2011 年の改
正前民法 766 条 2 項は、「子の利益のため」との
文言があったため、養育費を減額する場合には、
「子の利益のため」にならないので、変更できな
いのではないか、との指摘がなされていた。しか
し、改正後民法 766 条 3 項は、「家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、前 2項の規定による
定めを変更し、その他子の監護について相当な処
分を命ずることができる。」と規定しており、従
前指摘されていた問題は解決した２）。ただし、上
記の民法 766 条の変遷からも、民法 880 条を根
拠とする裁判例が多く、本決定も同条を根拠とす
る３）。

　二　事情の変更
　１　事情の変更の要件
　民法 880 条が示す事情の変更における事情と
は、「元の協議・調停・審判の際に考慮され、そ
の前提ないし基準とされた事情」４）であり、協議・
審判の際にすでに存在し、判明していた事情や当
事者が当然に予測できた事情が現実化したような
場合には、事情の変更に該当しない５）。具体的に
は、「①合意等の前提となっていた客観的事情に
変更が生じたことに加えて、②その事情変更を当
事者が予見できなかったこと、③事情変更が当事
者の責に帰すべからざる事由によって生じたこ
と、④合意どおりの履行を強制することが著しく
公平に反する場合であることを要する」６）とされ
る。
　問題となるのが、元の協議・調停・審判の際に
考慮され、その前提ないし基準とされた事情をど
こまで考慮するかである。この点につき、「……
合意の経緯を無視し、機械的に算定表を適用し
て、現在の収入額等から婚姻費用や養育費を算出
して、増減の相当性を議論するのは適当ではな
く、……」７）との指摘があり、裁判例においても、
「……現在の事情のみに基いて全く新たな見地か
ら定立すべきものではなく、前定立時の事情と現
在の事情とを比較し、その変化の程度に応じて前
に定めた分担方法を修正するに止めるべきもの
である。」８）とする。養育費が調停や審判で決め

られた場合には養育費の取決めの経緯を明確にす
ることは比較的容易であるが、養育費の取決めが
当事者の協議の場合には資料等が残っておらず合
意の経緯を明確にすることは困難となる。そこで、
「……指摘された変更事情が特に考慮の外におか
れていたと認められる場合以外は、前協議または
審判の基礎として考慮された事情とみてよいと解
すべきである。」９）、「……審判の場合はともかく、
協議の場合は、調停を含めて客観的に相当な内容
の扶養義務が形成されていない場合もあること、
前協議又は審判において扶養内容の形成決定の基
礎となった事情を明確に把握することが困難であ
ることからすると、現在の実情に合致した審判を
行うことで足りると考える。」10）とされる。
　本決定においても、「……まず、仮に改定標準
算定方式を適用した場合にＹが分担すべきことに
なるＡの養育費の額を試算することとする。そし
て、この試算の結果が、本件合意によって定めら
れた養育費の額と大きく異なる場合には、上記事
情の変更によって、本件合意によって定められた
養育費の額が実情に適合せず相当性を欠くに至っ
たというべきである。」として、養育費の額の比
較から事情の変更の有無を検討している。ただし、
本決定は、本件合意時に存在していたＹの借入れ
についても、ＹとＸとの生活費等に充てるために
行われたものである可能性があるとして考慮して
いる。

　２　養育費変更の始期
　前提問題として、扶養の権利義務の発生に対す
る考え方は多岐に分かれており 11）、扶養の権利
義務に対する考え方が、そのまま扶養料支払い
の始期につながらないと考えられる 12）。そして、
変更の始期については、少なくとも前審判後取消・
変更の事情が発生した以降、家裁の合理的な裁量
により定めることができると解するのが実際的で
あろうとされる 13）。多数説は、事情変更の時点
まで遡るとし、請求時まで遡ることができるにす
ぎないとする有力説もある 14）。また養育費増額
の場合においては、「……大半の事案で、権利者
の必要性と義務者の予期しない負担とのバランス
を考慮しつつ、請求時又は請求時より後に発生し
た増額事由発生時を始期とする考え方が採用され
ているといえる。」15）とされる。
　原審判では養育費変更の始期を本件調停申立て
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時とし、本決定では事情の変更が全て生じた時
とした。本決定で事情変更において指摘された 4
つの事情は、①Ｙによる借入れの返済、②Ｙの第
3子の誕生、③Ｘの就労・傷病手当の受給、④Ｙ
の稼働状況の変化であった。そのうち、①と④が
養育費増額につながる事情であり、④のＹの稼
働状況は、調停申立て時は月額 10 万円ないし 12
万円程度であり、その後令和 4月 12 月以降に月
額 32 万円の給与収入を得ていることを踏まえる
と、変更の始期は、④の事情発生時にせざるを得
なかったともいえる 16）。

　３　養育費の算定方法について
　養育費算定に当たっては、「改定標準算定方
式」17）が公表されており、実務上も用いられるこ
とが多い。本件においても、原審判、本決定とも
に、「改定標準算定方式」に基づくものとしてい
るものの、算定に当たり相違も見られたためその
点を指摘しておきたい。
　①Ｘの傷病手当の総収入額の算定についてであ
る。原審判は、月額 13 万円の傷病手当に 12 か
月分を掛けて総収入としたのに対して、本決定で
は、傷病手当の受給に職業費を必要としないこと
を考慮して、月額 13 万円に 12 か月分を掛けた
上で、0.85 で除した額を総収入としている。同
じく職業費がかからないものとして、年金収入や
失業手当についても、職業費は控除しない扱いが
採られている 18）。
　②本件における第 1子そして第 3子の生活費
指数を、他方親（Ｘの第 1子父、Ｙの第 3子母）と
の関係においてどのように算定するかである。本
件では、養育費算定に当たり、Ｘ・Ｙ以外にも、
第 1子父、第 3子母の収入等の情報が必要とさ
れていたが不明であった。そこで原審判は、第 1
子父の収入を、賃金センサスを用いて、職種・最
終学歴・年齢から該当する平均賃金を総収入とみ
なした。そして、Ｘの基礎収入と按分し、Ｘの第
1子の負担すべき割合を 19 とした。これに対し
て、本決定では、Ｘと第 1子父がこれを半分ず
つ負担すべきものとして、Ｘの第 1子の負担すべ
き割合を 31 とした。第 3子についても、Ｙと第
3子母が半分ずつ負担すべきものとした。子ども
の生活費指数については、権利者との間の子と再
婚相手との間の子で生活費の指数を変えることが
相当かについては慎重に検討すべきであるとの指

摘もある 19）。
　③Ｘの基礎収入のうち、Ａの養育費を定めるに
当たってＹと按分するのに用いるべき部分の算定
方法についてである。原審判は、Ａと第 1子と
の間で、その生活費指数に応じて按分されるとし
て、Ｘの基礎収入×Ａの生活費指数÷（第 1子
の生活費指数のうちＸの負担部分＋Ａの生活費指
数）という方法で算出している。一方で、本決定
では、Ｘの基礎収入のうち第 1子の生活費に充
てられるべき額を除いた額とした。他の事案では、
そもそもこのような計算は行わず、各自の基礎収
入をそのまま按分するものもある 20）。
　その他、③で指摘したように、Ｘについては、
Ａの養育費を定めるに当たってＹと按分するのに
用いるべき部分の計算が行われていたが、Ｙにつ
いては第 3子との関係において、同様の計算は行
われなかった。これは、Ｙと第 3子母との間で第
3子の養育費について、払える時に払える額を支
払う旨の約束をしており、実際上も不定期低額の
支払いであったことによるものとも考えられる。
しかし、Ｙは第 3子に対して法的な扶養義務を
負っており、疑問が残る。

　三　その他
　１　令和 6年民法の一部改正
　父母の離婚等の子の養育に関する見直しを目的
とした、民法等の一部を改正する法律（令和 6年
法律第 33 号）が令和 6年 5 月に成立した。養育
費の履行確保に向けた見直しとして、「養育費債
権の先取特権付与」、「法定養育費制度の導入」、「執
行手続の負担軽減」等が挙げられる。「養育費債
権の先取特権付与」については、施行日以後に生
じる各期の定期金に適用され、「法定養育費制度」
については、施行日前に離婚した場合等には適用
されない 21）。
　法定養育費は、「父母がその協議により子の監
護に要する費用の分担についての定めをした日」
（令和 6年改正後民 766 条の 3 第 1 号）までの支払
請求が可能とされているが、本件のようなＹと第
3子母の支払える時に支払うとする合意は、同号
の「定め」に該当するのであろうか。養育費は、
当事者の合意で定めることが認められており（民
766 条）、その後の継続的な支払いを考えると当
事者間で合意することが望ましい。一方で、その
合意による不利益を被るのが子どもであることか
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らは、養育費は公益的な側面を有する 22）。そう
すると本件のような義務の履行を義務者の意思の
みにかからしめる合意は、同号が示す「定め」に
は該当しないとすべきである。

　２　手続
　原審判では、本件合意が債務名義となっていな
いことから、合意の変更ではなく、一般の養育費
申立事件と同様に、Ｙの養育費分担義務の有無・
内容を定めるのが相当であるとした。先に指摘し
たように申立て時の事情からすると、養育費の増
額は認められなかった可能性もあり、Ｙの養育費
不払いに対する支払いを求めるのであれば、本件
合意に基づき民事訴訟によりその請求をすべき事
案であった 23）。
　本件では、Ｙが第一審において、調停の第 1回
期日には出頭したものの、審判の各期日に出頭せ
ず、具体的な資料を提出しなかったため、Ｙに不
利益な事実認定がなされていた。家事事件手続に
おいては、職権探知主義が採用されているものの、
当事者に事案解明のため手続への協力が求められ
る（家事 56 条 2 項）。一方で、当事者以外の資料
（本件における第 1子父、第 3子母の収入資料）をど
こまで求めるかは、検討を要する。

　四　おわりに
　家族のあり方が多様化する中において、子ども
の扶養について不明確となることが危惧される。
原審判と本決定の養育費算定における相違も、こ
の点に起因すると考えられる。また、養育費は子
どもの成長、社会の変動等に応じて変更が見込ま
れることからも、定期的な見直しが図られるべき
である。本件においても、離婚後約 5年 8 か月
の間に、権利者と義務者双方に事情の変更が生じ
ていた。最後に、本件は調停申立てから本決定ま
で、約 2年 2 か月を要しており、その間の養育
費は支払われていなかった。養育費が子どもの生
活費、将来のための資金であることを考えると、
まだまだ改善すべき点が残されている。
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